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１ 実行計画策定の基本的考え方 

 

 

 

  

      この実行計画は、新宿区基本構想に定めた「めざすまちの姿」の実現をめざし、 

新宿区総合計画に示した施策を具体の事業として計画的に実施していくために策 

定する行財政計画であり、区政運営の具体的指針となるものです。 

 

  

   

    

   計画期間は、平成２０（２００８）年度から平成２３（２０１１）年度までの４か 

年です。   

 

Ｈ20（2008）                                            Ｈ37（2025）     

     

 

      

 

 

行計画 

Ｈ20～Ｈ23 

 

 

 

 

 

 

 

 

    計画は、総合計画の構成を受け、「まちづくり編」と「区政運営編」の二編で構成 

します。 

        「まちづくり編」では、まちづくりに係る事業を示し、「区政運営編」ではまちづ

くり事業を、推進し下支えする事業を示します。 

    なお、計画には、財源の裏づけをもって計画的に実施する「計画事業」と、それ

以外の経常的に実施する「経常事業」の両方を示します。このことにより、区が

実施する施策の全体像を明示します。 

（１）計画の目的・性格 

（２）計画の期間 

                            
Ｈ20（2008）               Ｈ29年（2017）  基本構想（概ね２０年間）
 

                          目標年次 平成３７年 

                              （２０２５年） 

      総合計画（１０年間） 

  第１次 

実行計画 

Ｈ20～Ｈ23

  第２次 
実行計画 

Ｈ24～Ｈ27 

 

第３次

実行計画

Ｈ 28 ～

Ｈ29 

（３）計画の構成 



年度 合計

項目 ① 構成比 ② 構成比
対前年度
伸び率 ③ 構成比

対前年度
伸び率 ④ 構成比

対前年度
伸び率

（①+②+③+④）

84,679 71.7 85,882 67.3 1.4 86,247 69.4 0.4 87,257 72.5 1.2 344,065

特 別 区 税 Ａ1 40,491 34.3 41,240 32.3 1.8 42,018 33.8 1.9 42,643 35.4 1.5 166,392

特 別 区 交 付 金 Ａ2 26,781 22.7 26,891 21.1 0.4 27,633 22.3 2.8 27,746 23.1 0.4 109,051

そ の 他 Ａ3 17,407 14.7 17,751 13.9 2.0 16,596 13.4 △ 6.5 16,868 14.0 1.6 68,622

33,394 28.3 41,741 32.7 25.0 37,946 30.6 △ 9.1 33,060 27.5 △ 12.9 146,141

国 庫 支 出 金 Ｂ1 16,508 14.0 17,899 14.0 8.4 17,997 14.5 0.5 17,645 14.7 △ 2.0 70,049

都 支 出 金 Ｂ2 5,485 4.6 6,572 5.1 19.8 5,445 4.4 △ 17.1 5,096 4.2 △ 6.4 22,598

区 債 Ｂ3 920 0.8 4,630 3.6 403.3 835 0.7 △ 82.0 235 0.2 △ 71.9 6,620

使 用 料 等 Ｂ4 10,481 8.9 12,640 9.9 20.6 13,669 11.0 8.1 10,084 8.4 △ 26.2 46,874

118,073 100.0 127,623 100.0 8.1 124,193 100.0 △ 2.7 120,317 100.0 △ 3.1 490,206

63,216 53.5 65,188 51.1 3.1 65,699 52.9 0.8 66,754 55.5 1.6 260,857

人 件 費 Ｄ1 30,748 26.0 32,015 25.1 4.1 31,841 25.6 △ 0.5 32,073 26.7 0.7 126,677

扶 助 費 Ｄ2 28,960 24.5 29,808 23.4 2.9 30,426 24.5 2.1 30,651 25.5 0.7 119,845

公 債 費 Ｄ3 3,508 3.0 3,365 2.6 △ 4.1 3,432 2.8 2.0 4,030 3.3 17.4 14,335

Ｅ 43,928 37.2 44,597 34.9 1.5 45,970 37.0 3.1 46,511 38.6 1.2 181,006

Ｆ 10,929 9.3 17,838 14.0 63.2 12,524 10.1 △ 29.8 7,052 5.9 △ 43.7 48,343

Ｇ 15,163 12.8 22,452 17.6 48.1 17,513 14.1 △ 22.0 12,186 10.1 △ 30.4 67,314

118,073 100.0 127,623 100.0 8.1 124,193 100.0 △ 2.7 120,317 100.0 △ 3.1 490,206

〈推計の内容〉

1 歳入
［特別区税］・・・・・

［特別区交付金］・

［その他］・・・・・・・・

［国庫支出金］・・・

［都支出金］・・・・・

［使用料等］・・・・・

2 歳出
［人件費］・・・・・・・

［扶助費］・・・・・・・

［公債費］・・・・・・・

［投資的経費］・・・

［一般事業費］・・・

２０年度

（単位：百万円、％）

19年度見込を基に、計画事業費及び扶助費に係る都支出金の増減を加味して推計しました。

使用料及び手数料、分担金及び負担金並びに財産収入等については、19年度見込を基に、計画事業費分の増減等
を加味して推計しました。

義 務 的 経 費Ｄ（Ｄ1+Ｄ2+Ｄ3）

地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付
金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金は、19年度都区財政調整当初フレームを基に推計しました。財政
調整基金繰入金については、20年度30億円、21年度30億円、22年度25億円、23年度28億円を計上しました。

投 資 的 経 費

内
訳

２１年度 ２２年度 ２３年度

19年度見込を基に、計画事業費及び扶助費に係る国庫支出金の増減を加味して推計しました。

歳 入 合 計 Ｃ （ Ａ + Ｂ ）

歳 出 合計 Ｈ （ Ｄ + Ｅ + Ｆ ）

内
訳

一 般 事 業 費

内
訳

特別区交付金は、19年度都区財政調整当初フレームを基に、調整税の伸びを考慮して推計しました。

一 般財源 Ａ（Ａ1+Ａ2+Ａ3）

特定財源 Ｂ （ Ｂ 1+ Ｂ 2+ Ｂ 3+ Ｂ 4 ）

計 画 事 業 費（再掲）

特別区税は、区民税について税制改正の影響及び区民所得の伸びを考慮するとともに、たばこ税の動向を加味し
て推計しました。

（注）構成比は項目単位で四捨五入しているため、合計と合わないことがあります。

退職者数及び採用者数の見込を考慮して推計しました。

既発行分の償還計画に新たな起債に伴う償還額を加味して推計しました。

19年度見込を基に、特別会計繰出金の伸び等を加味して推計しました。

計画事業費及び施設改修等の経費見込を考慮して推計しました。

過去の実績及び今後の動向から伸び率を見込み推計しました。

（４）財政収支見通し
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２ 施策体系別事業 

 

 

 

 

 

 

 



実行計画事業の計画体系と事業概要

基本目標

個別目標

基本施策 ２0年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 合計

Ⅰ 区民が自治の主役として、考え、行動していけるまち

1 参画と協働により自治を切り拓くまち

① 自治の基本理念、基本原則の確立

- - - - -

- - - - -

②  協働の推進に向けた支援の充実

63,024 63,174 83,409 103,409 313,016

1,618 1,618 1,621 1,621 6,478

5,074 5,105 6,105 6,105 22,389

554 8,054 5,054 5,054 18,716

3,557 3,562 3,562 3,562 14,243

2 コミュニティの活性化と地域自治を推進するまち

① 地域自治のしくみと支援策の拡充

1,500 1,500 1,500 1,500 6,000

30,142 30,953 31,764 32,575 125,434

21,010 21,010 21,010 21,010 84,040

②  コミュニティ活動の充実と担い手の育成

1,982 2,282 2,282 2,282 8,828

6,510 6,510 6,510 6,510 26,040

1,329 959 1,009 1,479 4,776

536,793 1,184,534 - - 1,721,327

Ⅱ だれもが人として尊重され、自分らしく成長していけるまち

1 一人ひとりが個人として互いに尊重しあうまち

① 人権の尊重

32,229 32,229 42,441 44,441 151,340

② 男女共同参画の推進

4,800 4,800 10,224 4,800 24,624

男女共同参画の推進

8,974 8,527 8,527 8,974 35,002

町会・自治会及び地区協議
会活動への支援

11

9

10

地域活動団体及び区が双方向から情報発信するための拠点として
「（仮称）新宿区区民活動支援サイト」を運営する。

8

（仮称）自治基本条例で地区協議会を位置づけるとともに、地域セ
ンター管理運営委員会との連携を検討する。

13

14

1

2

3

4

6

7

5

12

計画事業 枝事業 所管

成年後見制度の利用促進 福祉

事業概要（上段）
　　　　　　　　　　　事業費（下段）　　　　　（単位：千円） 番

号

町会・自治会活性化への
支援

地文

地域コミュニティづくりの中心として活動している町会・自治会の
活性化を支援し、加入率の向上を図る。

協働事業提案制度の拡充

ＮＰＯ活動資金助成等の審査や協働推進のためのしくみづくり等を
「協働支援会議」で検討する（公募区民委員の拡充）。

ＮＰＯ活動団体登録したＮＰＯの事業に対し、寄付金等からなる
「協働推進基金」により助成する（総助成額の拡充）。

ＮＰＯ等のネットワークをつくり、その活動拠点として「（仮称）
ＮＰＯふれあいひろば」を設置し、運営を支援する。

地域活動団体から提案を公募し、選定された事業を「協働事業提案
制度」として区と協働で実施（採択事業数の拡充）。

15

新宿区成年後見センターを中心に、成年後見制度の普及啓発や相談
機能の強化を行い、成年後見制度の利用促進を図る。

16

ＮＰＯや地域活動団体等、
多様な主体との協働の推進

協働支援会議の運営

協働推進基金を活用した
ＮＰＯ活動資金助成

ＮＰＯをはじめ地域を支
える社会活動団体のネッ
トワークの拡充

地域活動推進のための情
報提供

（仮称）自治基本条例の策
定

企画

特別区のあり方の見直しと
自治権の拡充

企画

新宿区における自治の基本理念、基本原則、方向性を明らかにする
ため、21年度に「（仮称）自治基本条例」を策定する。

特別区のあり方を見直し、自治権の拡充を図ることで、自立した行
財政運営が行えるよう都と協議し、検討していく。

地区協議会の位置づけの
明確化と運営の充実

地区協議会活動への助成

地文

地文

地文

地文

地文

地文

地文

健康

地文

地域を担う人材の育成と活
用

地域センターの整備（戸塚
地区）

地文

教育

地域活動を支える担い手
の発掘と人材の育成

生涯現役塾

生涯学習指導者・支援者
バンクの充実

男女共同参画への意識啓
発

女性問題に関する相談体
制の充実

総務

総務 17

地区協議会の地域課題への取り組みを支援するため、「まちづくり
活動支援補助金」を交付する。

「文化等学習支援者バンク」と「スポーツ指導者バンク」を統合
し、登録者の生涯学習活動への活用を促進する。

男女共同参画への意識を啓発するため、セミナーの開催、情報啓発
誌の発行、意識調査等を行う。

女性問題に関する相談機関連携会議を通じて、配偶者等暴力（Ｄ
Ｖ）防止のための関係機関との連携を強化する。

コミュニティ活動の拠点としての戸塚地域センターと戸塚特別出張
所を建設し、21年度に開設する。

町会・自治会、ＮＰＯ等の地域活動団体を支える人材育成を目指
し、「協働カレッジ」を年2回開催する。

団塊世代等のシニアを対象に地域活動に関する講座を実施し、知識
や経験を生かして活動するためのきっかけをつくる。

（１）まちづくり編
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実行計画事業の計画体系と事業概要

基本目標

個別目標

基本施策 ２0年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 合計

計画事業 枝事業 所管
事業概要（上段）

　　　　　　　　　　　事業費（下段）　　　　　（単位：千円） 番
号

- - - - -

③ 個人の生活を尊重した働き方の見直し

2,218 2,218 8,244 2,218 14,898

294 294 294 294 1,176

2 子どもの育ち・自立を地域でしっかり応援するまち

① 地域において子どもが育つ場の整備充実

340,720 624,920 464,717 420,195 1,850,552

418,369 533,624 487,724 487,724 1,927,441

12,000 163,000 176,200 - 351,200

184,170 266,970 356,270 424,370 1,231,780

271,544 392,131 444,521 490,767 1,598,963

② 地域で安心して子育てができるしくみづくり

Ⅱ 17,992 97,231 88,107 88,107 291,437

63,716 63,716 82,147 87,659 297,238

5,266 11,006 10,906 10,906 38,084

4,396 4,689 4,689 4,689 18,463

③ 特別な支援を必要とする子どもや家庭への支援と自立促進

24,132 24,132 24,182 63,388 135,834

④ 子どもの安全と子どもを守る環境づくり

3 未来を担う子どもの、一人ひとりの生きる力を育むまち

① 子どもの生きる力を伸ばす学校教育の充実

42,000 42,000 42,000 42,000 168,000

78,427 78,427 78,427 78,427 313,708

3,383 27,093 2,133 1,683 34,292

35,460 35,460 35,460 35,460 141,840

② 学習や生活の場にふさわしい魅力ある学校づくり

学校適正配置の推進 1,092 1,092 1,092 1,092 4,368

子どもの居場所づくりの充
実

子ども家庭支援センター
の拡充

放課後子どもひろばの拡
充

福祉
教育

学童クラブの充実

ワーク・ライフ・バランス
（仕事と生活の調和）の推
進

地域における子育て支援
サービスの充実

ひろば型一時保育の充実

絵本でふれあう子育て支
援事業

一時保育の充実

保護者が選択できる多様な
保育環境の整備

老朽化した区立保育園２園を私立認可保育園に建替えることによ
り、定員拡大と地域の保育需要に応えていく。

総務

総務

職場における女性の参画
の推進

区政における女性の参画
の促進

区政に女性の意見を反映させるため、政策決定過程への女性の参画
を促進する。

ワーク・ライフ・バランスを推進するためにコンサルタントを派遣
するなど、働きやすい職場づくりを推進する。

福祉

教育

企業における次世代育成
支援の推進

福祉

私立認可保育所の整備

認証保育所への支援

幼稚園と保育園の連携・
一元化

福祉

民間事業者が認証保育所を設置する場合の開設準備経費の補助や区
民が認証保育所を利用した場合の運営費の補助を行う。

仕事と子育てが両立できる、安心して働きやすい職場づくり等、
ワーク・ライフ・バランスの取組みを推進する。

福祉

福祉
教育

福祉

教育

教育

情緒障害等通級指導学級
の設置

福祉

学童クラブ利用の需要に対応するため、新たな学童クラブを開設す
るとともに、延長利用ができる学童クラブを増やしていく。

子ども家庭支援センターと児童館の機能を融合させた「子ども家庭
支援センター（地域型）」を２所整備する。

保育施設において一時保育を実施し、在宅で子育てしている家庭を
支援する。新たに、専用室型を２所開設する。

短期間、乳幼児を預かるひろば型一時保育を実施し、在宅で子育て
している家庭を支援する。新たに、1所開設する。

乳幼児健診（3～4ヶ月）時に絵本の配付と読みきかせを行い、子
どもが読書に親しめるよう支援する（21年度から3歳児に拡充）。

子ども発達センターをあゆみの家から移転するとともに、児童デイ
サービスの対象を小学校低学年まで拡大する。子ども発達センターの移転

と児童デイサービスの拡充
福祉

特別な支援を必要とする児
童生徒への支援

日本語サポート指導

巡回指導・相談体制の構
築

教育

教育

教育

特色ある教育活動の推進

教育
学校適正配置の推進（牛
込地区）

牛込地区学校適正配置に関する懇談会からの意見を参考に、牛込地
区の学校適正配置に取り組む。

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

０歳から小学校就学前までの子どもに対し、幼稚園と保育園を一元
化した子ども園（仮称・西新宿子ども園）を整備する。

放課後に子どもたちが自由に集い、交流できる遊びと学びの場とし
て「放課後子どもひろば」を小学校で実施する。

各学校の特色ある教育活動を具現化するため、計画的な学習活動を
実施する。

発達障害のある児童・生徒等に対する適切な指導を行うため、専門
家支援チームによる巡回相談・助言等を行う。

通級指導が必要な発達障害のある児童等への支援を充実させるた
め、小中学校に情緒障害等通級指導学級を増設・新設する。

区立学校に編入した外国籍児童等が日本語の授業を理解できるよう
日本語適応指導員の派遣による適応指導を行う。
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実行計画事業の計画体系と事業概要

基本目標

個別目標

基本施策 ２0年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 合計

計画事業 枝事業 所管
事業概要（上段）

　　　　　　　　　　　事業費（下段）　　　　　（単位：千円） 番
号

183,000 997,310 2,330,890 2,500 3,513,700

355,000 360,000 316,500 - 1,031,500

③ 家庭や地域がともに育てる協働と連携による教育環境づくり

446 446 352 528 1,772

3,580 3,580 7,000 7,000 21,160

5,775 5,775 5,775 5,775 23,100

4 生涯にわたって学び、自らを高められるまち

 ①  生涯にわたり学習・スポーツ活動などを楽しむ環境の充実

- - - - -

200,804 20,000 - - 220,804

34,979 34,979 34,979 34,979 139,916

Ⅱ ② 中央図書館の再構築

- 1,140 1,340 - 2,480

③ 図書館機能の充実

16,598 252 252 252 17,354

10,754 9,254 8,500 8,500 37,008

7,626 7,746 7,706 7,626 30,704

5 心身ともに健やかにくらせるまち

① 一人ひとりの健康づくりを支える取組みの推進

182 55,061 55,061 55,061 165,365

927 927 927 927 3,708

945 1,153 1,317 1,431 4,846

43,411 43,458 43,411 43,458 173,738

② 多様化する課題に対応した保健・公衆衛生の推進

19,660 900 900 1,660 23,120

エイズ対策の推進

10,487 9,962 9,962 9,962 40,373

新しい中央図書館のあり方
の検討

健康

教育

ＩＴ社会に対応した情報センターとしての機能を強化した新中央図
書館の整備を検討する。

健康

スポーツ施設の整備

総合型地域スポーツ・文
化クラブの設立・活動支
援

教育学校施設の改善

地域との協働連携による学
校の運営

学校施設の良好な教育環境を確保するため、小・中学校の特別教室
等の空調整備を実施する。

四谷中学校を地域協働学校（コミュニティ・スクール）モデル校に
指定し、検証を踏まえ、順次、指定校を増やしていく。

地域住民、学識経験者等による第三者評価を導入した新たな学校評
価を全校で実施する。

教育家庭の教育力向上支援

地域協働学校（コミュニ
ティ・スクール）の推進

学校評価の充実

教育

教育

入学前健診等における子どもの仲間づくりプログラムやワーク
ショップ等の実施により、家庭の教育力向上を支援する。

学校施設の計画的整備
（西戸山地区中学校）

教育

西戸山中学校と西戸山第二中学校を統合し、23年度に「新宿西戸
山中学校」として開校する。

教育

教育

教育

総合運動場及びスポーツ環
境の整備

総合運動場の整備

都立戸山公園内での総合運動場の整備を検討するとともに、都へ整
備を働きかける。

老朽化したスポーツ施設を整備するとともに、多目的化等のレベル
アップ工事を実施する。（落合中央公園等）

子どもから高齢者までがスポーツ・文化活動に親しめるよう「総合
型地域スポーツ・文化クラブ」の設立を推進する。

教育

図書館ＩＴ化の推進

区民に役立つ情報セン
ター

教育

教育

インターネットが利用できるパソコンを全館に設置する。また、中
央図書館に持込みパソコンが利用可能な閲覧スペースを設置する。

ＩＴ機能を装備したレファレンス専用カウンターを設置し、資料検
索等のワンストップサービスを行う。

子どもが自主的に読書活動を行えるよう、読書塾の開催、学校図書
館への司書派遣など読書環境を整備する。

健康

歯から始める子育て支援
体制の構築

健康

もぐもぐごっくん支援事
業

健康

健康

デンタルサポーターを養成するとともに、２～５歳児を対象に無料
のフッ化物歯面塗布事業を実施する。

乳幼児の保護者からの口腔機能全般に関する相談に応じるととも
に、各保健センターにおいて講習会、個別相談を実施する。

図書館サービスの充実

子ども読書活動の推進

歯から始める子育て支援

食育の推進

元気館事業の充実

新型インフルエンザ対策の
推進

36

37

38

39

40

41

42

43

45

44

46

47

48

49

50

51

52

53
エイズ、性感染症対策及び社会的偏見の解消のため、正しい知識の
普及啓発や匿名による検査、相談等を実施する。

「食育」について普及啓発するための講習会の実施や食育ボラン
ティアの育成等により「食育」活動を支援する。

これまでの元気館事業に加え、生活習慣病予防のためメタボ講座等
を開催する。

新型インフルエンザに対する健康危機管理体制を充実するための訓
練や発生時に備えた予防薬や防護服等を整備する。
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実行計画事業の計画体系と事業概要

基本目標

個別目標

基本施策 ２0年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 合計

計画事業 枝事業 所管
事業概要（上段）

　　　　　　　　　　　事業費（下段）　　　　　（単位：千円） 番
号

Ⅲ 安全で安心な、質の高いくらしを実感できるまち

1 だれもが互いに支え合い、安心してくらせるまち

① 高齢者とその家族を支えるサービスの充実

16,954 16,954 16,954 16,954 67,816

1,789 1,789 1,789 1,789 7,156

21,010 21,010 21,010 21,010 84,040

130,048 381,970 - - 512,018

123,000 287,000 - - 410,000

② 障害のあるひととその家族の生活を支えるサービスの充実

- 1,980 - 99,000 100,980

3,125 3,125 3,125 - 9,375

- - - - -

8,000 10,000 - - 18,000

Ⅲ 1 ③ セーフティネットの整備・充実

22,895 22,895 22,895 22,895 91,580

9,776 9,776 9,776 9,776 39,104

12,272 12,272 12,272 12,272 49,088

12,440 12,440 12,440 12,440 49,760

22,300 22,300 22,300 22,300 89,200

2 だれもがいきいきとくらし、活躍できるまち

① 高齢者の社会参加、自己実現の機会の提供

健康 68

- - - - -

② 障害のあるひとの社会参加・就労支援

（再）37,829 （再）37,829 （再）37,829 （再）33,701 （再掲）147,188

- - - - -

③ 新たな就労支援のしくみづくり

229,059 249,795 250,893 223,065 952,812

老朽化した高田馬場福祉作業所を障害者自立支援法の新体系に基づ
くサービス提供ができる施設に移転・建替えする。

被保護者の自立促進のため、勤労意欲の向上や地域社会への参加な
どの生活する力を育めるよう就労前支援を行う。

障害者入所支援施設（知的障害者対象）及び日中活動サービス等の
実施を計画する社会福祉法人に対し、建設費補助等を行う。

知的障害者グループホームを設置する社会福祉法人等に対し、施設
整備費等の補助を行う（３所設置）。

受入条件が整えば退院可能な精神障害者の地域支援体制構築のた
め、障害者グループホームの設置を促進する（１所）。

拠点相談所で専門性をもった相談員による相談や助言を行い、ホー
ムレスの自立支援を推進する。

障害者自立支援法新体系への移行を予定している区内の精神障害者
施設に対し、施設整備費の一部を助成する（４所）。

障害者の就労意欲向上のため、一定期間の訓練が実施できるよう、
（仮称）新宿仕事センターにおいて、専門的で適切な支援を行う。

ＮＰＯが借り上げたアパート２戸を「自立支援ホーム」として利用
し、集中的に就労支援や生活指導を行い、自立支援を推進する。

宿泊所に生活指導員を配置し、入所者への生活相談や健康管理の支
援等を行う。

高齢者の社会参加といきが
いづくりの拠点整備

福祉

自立支援ホーム

宿泊所等入所者相談援助
事業

一部のことぶき館を社会貢献活動の拠点とする新たな機能を加え
た、（仮称）シニア活動館として整備する（１館）。

地域の様々な構成員による認知症サポーターを育成（毎年450人）
するとともに、職員研修を実施する。

65歳以上の一人暮らし高齢者等を対象に、地域ボランティアによ
る見守り協力員が月2回程度訪問し、声かけや安否確認を行う。

基本的な生活習慣が回復していない元ホームレスに対し、地域社会
での安定した自立生活が維持できるよう支援する。

福祉

福祉

福祉

福祉

障害のある人への就労支援
の充実

（仮称）新宿仕事センター
による支援

福祉
健康

福祉

障害者就労支援の充実

高田馬場福祉作業所の建
替えと新体系制度への移
行

特別養護老人ホーム等の
整備

被保護者自立促進事業
（新宿らいふさぽーとぷ
らん）

拠点相談事業

生活サポート

福祉

福祉

健康

健康

介護保険サービスの基盤整
備

健康

健康

高齢者を地域で支えるしく
みづくり

健康

障害者の福祉サービス基盤
整備

健康

認知症高齢者を地域で支
えるしくみづくり

地域見守り活動の推進

地域密着型サービスの整
備

健康

高齢者の孤独死対策の推
進

グループホーム（精神）
の設置促進

障害者通所施設（精神）
等の整備促進

障害者入所支援施設（知
的）等の設置促進

グループホーム（知的）
の設置促進

ホームレス及び支援を要す
る人の自立促進

地文

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

69

70

71

小規模多機能型居宅介護施設３所、認知症高齢者グループホーム２
所、小規模特別養護老人ホーム１所を開設する。

特別養護老人ホーム等を２所開設する（百人町四丁目、矢来町）。

75歳以上の一人暮らし高齢者を対象に情報紙配布による定期訪問
を実施するとともに、地域で支えあうしくみづくりを検討する。

（仮称）新宿仕事センターを20年度に設立し、障害者、高齢者、
若年非就業者に対して就労支援を行う。
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実行計画事業の計画体系と事業概要

基本目標

個別目標

基本施策 ２0年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 合計

計画事業 枝事業 所管
事業概要（上段）

　　　　　　　　　　　事業費（下段）　　　　　（単位：千円） 番
号

④ だれもが安心して住み続けられる豊かな住まいづくり

4,850 4,850 4,850 4,850 19,400

774 842 756 861 3,233

1,010 1,010 1,010 1,010 4,040

500 500 1,000 74,822 76,822

3 災害に備えるまち

①  災害に強い、逃げないですむ安全なまちづくり

194,009 194,009 194,009 194,009 776,036

131 131 131 131 524

160,050 46,050 - - 206,100

124,030 99,030 141,050 45,050 409,160

10,500 371,500 267,500 277,910 927,410

66,018 211,144 124,946 37,854 439,962

Ⅲ

1,562,500 2,503,144 1,159,880 525,580 5,751,104

1,919 523 523 523 3,488

② 災害に強い体制づくり

2,772 4,946 533,788 210,888 752,394

19,098 444,465 296,310 296,310 1,056,183

4 日常生活の安全・安心を高めるまち

① 犯罪の不安のないまちづくり

8,368 8,543 8,543 8,543 33,997

② 消費者が安心して豊かにくらせるまちづくり

Ⅳ 持続可能な都市と環境を創造するまち

1 環境への負荷を少なくし、未来の環境を創るまち

① 資源循環型社会の構築

666,256 667,747 669,271 670,550 2,673,824

439,614 439,614 439,614 439,614 1,758,456

4,422 2,422 2,422 2,422 11,688

市街地再開発準備組合の活動支援を行う（西富久地区、西新宿五丁
目中央南地区、西新宿三丁目西地区、西新宿五丁目北地区）。

広域避難場所である百人町三・四丁目地区の防災機能を強化するた
め、地区計画で定めた道路等を整備する。

電線類を地下に埋設し、電柱を撤去することにより災害に強いまち
づくりを進める（三栄通り、補助72号線Ⅱ期）。

若葉・須賀町地区において、住宅の建替えや共同化を促進するとと
もに、道路・公園等を整備する。

西新宿六丁目西第６地区、西新宿八丁目成子地区、西新宿五丁目中
央北地区、西富久地区の再開発組合運営支援及び助成を行う。

災害時地域本部の非常電
源設備の整備

都市

都市

特別な支援を必要とする人
への居住支援

分譲マンションの適正な維
持管理及び再生への支援

災害情報システムの整備

災害時居住支援

百人町三・四丁目地区の
道路・公園整備

安全・安心な建築物づく
り

市街地再開発事業助成

市街地再開発の事業化支
援

区長
室

地文

区長
室

環土

環土

環土

地域防災拠点と避難施設の
充実

安全で安心して暮らせるま
ちづくりの推進

再開発による市街地の整備

区営住宅の再編整備（早稲
田南町地区）

高齢者等入居支援

環土

環土

建築物の安全性を確保するため、新築建築物の中間・完了検査率及
び既存建築物の定期報告率の向上を図る。

富久地域の防災性に資する公園として整備（20年度）するととも
に、周辺道路のカラー舗装化等を行う。

老朽化が進んでいる早稲田南町第２アパートを建替えにより更新
し、居住環境の向上を図る。

建築物の耐震化（27年度までに区内住宅の耐震化率90％達成を目
標）を促進するため耐震診断等各種助成を行う。

建築物の耐震性強化

（仮称）富久公園の整備

都市

都市

都市

都市

都市

都市

環土

道路・公園の防災性の向上

建築物等耐震化支援事業

道路の無電柱化整備

都市木造住宅密集地区整備促進

資源回収の推進

プラスチックの資源回収
の推進

ごみの発生抑制の推進

ごみ発生抑制を基本とする
ごみの減量とリサイクルの
推進

老朽化した同報系防災無線機器を更新（デジタル化）する。また、
防災区民組織には一斉情報配信システムを導入する。

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

災害時の地域本部の機能を強化するため、全ての地域本部の非常電
源設備の運転可能時間を2日程度に整備する。

地域における防犯活動を推進していく「重点地区」を区内全域に広
める（年10地区）とともに、区民活動を支援する。

地域住民との協働で資源回収を進める集団回収を推進するととも
に、ペットボトル、白色トレイ等の資源回収を継続的に実施する。

プラスチック製容器包装の資源回収を20年度から区内全域で実施
し、資源のさらなる活用を図る。

ごみの発生抑制を推進するため、区民、事業者、区により（仮称）
３Ｒ推進協議会を設立・運営し、レジ袋削減対策等に取り組む。

火災等により住居を失った世帯が一時的に民間賃貸住宅等に入居し
た場合、経費の一部を一定期間助成する。

民間住宅への入居が困難な高齢者、障害者、ひとり親世帯の入居を
支援するため、協定保証会社への斡旋、保証委託料の助成を行う。

相談、啓発活動のほか、建替え等に関するアドバイザー制度を利用
した管理組合に対する派遣料の一部助成を行う。
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実行計画事業の計画体系と事業概要

基本目標

個別目標

基本施策 ２0年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 合計

計画事業 枝事業 所管
事業概要（上段）

　　　　　　　　　　　事業費（下段）　　　　　（単位：千円） 番
号

② 地球温暖化対策の推進

7,069 7,069 7,069 7,069 28,276

8,756 8,756 8,756 8,756 35,024

③ 良好な生活環境づくりの推進

10,403 57,120 57,120 57,120 181,763

206,840 168,240 164,240 164,240 703,560

④ 環境問題への意識啓発

5,844 7,385 8,498 5,285 27,012

2 都市を支える豊かな水とみどりを創造するまち

① 水とみどりの環の形成

250 6,047,050 247,150 133,090 6,427,540

9,055 162,445 166,445 305,445 643,390

② みどりを残し、まちへ広げる

34,600 61,480 1,000 500 97,580

22,000 22,250 22,500 22,750 89,500

Ⅳ

4,600 4,600 4,600 4,600 18,400

5,185 6,151 4,387 4,807 20,530

9,353 10,132 10,281 10,431 40,197

600 6,300 1,450 1,450 9,800

4,971 8,921 4,971 8,921 27,784

3 人々の活動を支える都市空間を形成するまち

① だれもが自由に安全に行動できる都市空間づくり

5,329 9,745 600 600 16,274

140,326 70,326 326 326 211,304

95,200 93,200 90,200 200 278,800

170,178 240,178 1,070,178 1,070,178 2,550,712

小・中学校等の区有公共施設、護岸、道路、バス停等において、
様々な手法により特色のある多様なみどりを創出する。

ビオトープ地域拠点の整備（2ヵ所）、学校ビオトープの整備のほ
か、新宿中央公園ビオトープの一般開放を実施する。

屋上や壁面などの建築物緑化を「空中緑花」と位置づけて、普及啓
発を図る。20年度から屋上・壁面緑化助成制度を実施する。

商店街等の道路や公共施設をハンギングバスケットやプランター等
により花やみどりあふれる空間として整備する。

民有地のみどりを保護するため、保護樹木、保護樹林、保護生垣を
指定し、維持管理費の一部を助成する。

水辺に親しめるよう、河川公園や神田川ふれあいセンターを整備す
るとともに、「神田川ファンクラブ」を運営する。

新宿駅の改札内通路（青梅通路）を自由通路として整備するため、
ＪＲとともに事業促進を図る。

区民一人ひとりの省エネへの意識向上を図るため、環境家計簿等の
各種施策を実施し、家庭部門の温室効果ガスの削減を図る。

路上喫煙禁止に対する来街者等への啓発を行うとともに、主要駅周
辺でキャンペーンやパトロールによる指導を実施する。

「環境教育推進計画」策定により環境教育を推進するとともに、環
境学習情報センターを核とした環境学習・啓発事業を実施する。

老朽化した公衆トイレ・公園トイレの整備計画を策定し、バリアフ
リーに対応した改修工事を計画的に進める。

アユやトンボ等の生息でき
る環境づくり

区民の省エネルギーへの
取り組みの促進・支援

環土

環土

環土

環土

環土

環土

地球温暖化対策の推進

事業者の省エネルギーへ
の取り組みの促進・支援

清潔できれいなトイレづく
り

環境学習・環境教育の推進

区民ふれあいの森の整備

路上喫煙対策の推進

新宿りっぱな街路樹運動

環土
玉川上水を偲ぶ流れの創出
の推進

新宿御苑の散策路に、歴史的シンボルとなる「玉川上水を偲ぶ流
れ」として、水の流れと遊歩道を段階的に整備する。

新宿通りの街路樹下に花壇を設置するなど、新宿のシンボルとなる
「りっぱな街路樹」の整備を進める。

環土

みんなでみどり公共施設
緑化プラン

環土

都市

都市

鉄道駅のバリアフリー化

道路のバリアフリー化

都市

ユニバーサルデザインの視点に立ったまちづくりを進めるため、ガ
イドラインを策定し、その普及啓発を図る。

交通バリアフリー基本構想に基づき、鉄道駅（下落合駅等３駅）の
エレベーター設置補助を行う。

交通バリアフリー重点地区である高田馬場駅周辺と新宿駅周辺の道
路のバリアフリー化整備を進める。

環土

環土

新宿らしい都市緑化の推進 空中緑花都市づくり

アユが喜ぶ川づくり

新宿花いっぱい運動の推
進

環土

環土

環土

環土樹木、樹林等の保護

生き物の生息できる環境
づくり

交通バリアフリーの整備推
進

ユニバーサルデザイン・ガ
イドラインの策定と推進

東西自由通路の整備

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

おとめ山公園に隣接する公務員宿舎跡地を取得し、「区民の森」と
して整備し、区民がみどりに触れ合う機会を創出する。

中小事業者の省エネ行動を促進するため、省エネ診断等の各種施策
を実施し、産業・業務部門の温室効果ガスの削減を図る。
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実行計画事業の計画体系と事業概要

基本目標

個別目標

基本施策 ２0年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 合計

計画事業 枝事業 所管
事業概要（上段）

　　　　　　　　　　　事業費（下段）　　　　　（単位：千円） 番
号

新宿駅周辺地区の整備推進 - - - - -

- - - - -

- - - - -

13,400 15,400 5,400 400 34,600

80 80 80 5,080 5,320

②  交通環境の整備

10,840 5,340 3,840 5,340 25,360

99,342 101,475 103,608 105,741 410,166

10 1,510 1,510 1,510 4,540

388 388 388 388 1,552

Ⅳ 3 ③ 道路環境の整備

1,368,918 190,800 193,800 4,800 1,758,318

38,000 38,000 38,000 38,000 152,000

562 2,400 35,120 35,120 73,202

181,600 148,980 164,640 136,330 631,550

135,720 135,720 136,126 135,720 543,286

185,180 139,062 139,062 - 463,304

40,070 25,428 1,100 1,100 67,698

Ⅴ まちの記憶を活かした美しい新宿を創造するまち

1 歴史と自然を継承した美しいまち

① 地域特性に応じた景観の創出・誘導

3,000 3,000 3,000 3,000 12,000

- - 3,500 3,500 7,000

2 地域の個性を活かした愛着をもてるまち

①  地域主体のまちづくりとそれを支えるしくみづくり

- - - - -

新宿通りを中心に、道路を歩行者中心・優先の空間とする「モール
化」の実現に向けて地元、交通管理者等と検討を進める。

既存の「新宿サブナード」と地下鉄副都心線のコンコース間を歩行
者ネットワークとして結ぶため、事業促進を図る。

高田馬場駅周辺を利用しやすく、魅力ある駅前空間等の創出を目指
して、鉄道事業者や地域と協議しながら整備を進める。

地区内に残る貴重な路地景観を保全すること等により、にぎわいや
活気あふれる街並みの形成を目指す。

中井駅周辺において、駅前広場や駐輪場の整備、駅の改良（北口設
置・バリアフリー化等）を行う。

放置自転車解消に向けて、23年度までに区内全駅（31駅）に自転
車駐輪場を整備する（4年間で10駅）。

道路中心線から２ｍ後退する位置等について調査測量を行い、「指
定道路図」及び「指定道路調書」を整備し、閲覧する。

東口駅前広場を再編整備するため、施設管理者等と整備計画につい
て検討する。

自動二輪車の駐車対策

まちをつなぐ橋の整備

神楽坂地区

東口駅前広場の再編整備

都市

都市

歩行者の安全性や景観の向上を図るため、区道の整備路線を重点化
し、舗装改良工事を実施する（中井通りほか）。

幅員４ｍ未満の細街路を条例に基づき整備する。一定の条件に適合
する私道も区が整備する。

新宿駅周辺において事業者による循環型バスの運行を行うととも
に、区内他地域における地域バスの検討を進める。

環土

環土

環土

都市

景観形成推進地区の指定

細街路の拡幅整備

地域活性化バスの整備促進

景観に配慮したまちづくり
の推進

人にやさしい道路の整備

細街路の整備

都市計画道路の整備（補助
第72号線）

景観計画の策定

条例に基づく撤去活動を行うとともに、駅周辺での整理指導員によ
る「声かけ」や地域との協働による啓発活動を行う。

自動二輪車対策を進めるため、空きスペースのある区営駐輪場内に
自動二輪車駐車場を整備する。

補助第72号線Ⅱ期区間（大久保通り～諏訪通り）を重点的に整備
（用地買収、道路整備）し、開通させる。

遮熱透水性舗装の実施や多摩の間伐材を利用した防護柵の設置によ
り、環境に配慮した道づくりを進める。

生活道路における通過交通の排除や走行速度の抑制等の視点に立っ
た道づくりを地域との協働により進める。

環境に配慮した道づくり

人とくらしの道づくり

道路の改良

指定道路図等の整備

都市中井駅周辺の整備推進

都市
環土

高田馬場駅周辺の整備推進

モールの検討

靖国通り地下通路延伸

都市

都市

都市

自転車等の適正利用の推進

区内各駅の駐輪場整備

放置自転車の撤去及び啓
発

環土

環土

環土

環土

都市

都市

特定の地区において独自の景観形成基準を設定する（仮称）景観形
成推進地区を地域との協働により指定する。

橋の架替えや補修工事を実施するとともに、老朽化した橋を計画的
に整備するため点検要領を策定し、点検調査を実施する。

景観法に基づく景観計画を策定・運用する。また、景観事前協議制
度は区独自の施策として継続する。

環土

都市

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126
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実行計画事業の計画体系と事業概要

基本目標

個別目標

基本施策 ２0年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 合計

計画事業 枝事業 所管
事業概要（上段）

　　　　　　　　　　　事業費（下段）　　　　　（単位：千円） 番
号

- - - - -

30400 30400 30400 30400 121,600

3 ぶらりと道草したくなるまち

① 楽しく歩けるネットワークづくり

46,080 1,080 58,816 64 106,040

7,951 7,951 4,651 4,651 25,204

200 5,200 5,100 - 10,500

② 魅力ある身近な公園づくりの推進

8,100 8,600 2,000 100 18,800

55,064 70,570 38,570 21,570 185,774

③ まちの「広場的利用」の推進による新たな交流の場の創出
歌舞伎町活性化プロジェクト
の展開（シネシティ広場の活
用）

地文 150

大久保公園のイベント広場
としての活用

環土 154

Ⅵ   多様なライフスタイルが交流し、「新宿らしさ」を創造していくまち

1 成熟した都市文化が息づく、魅力豊かなまち

① 文化・歴史の掘り起こし、継承・発展・発信

5,000 5,000 5,000 5,000 20,000

- - - - -

2,500 3,500 - - 6,000

②  区民による新しい文化の創造

1,500 1,500 1,500 1,500 6,000

8,500 8,500 8,500 8,500 34,000

③ 文化芸術創造の基盤の充実

2 新宿ならではの活力ある産業が芽吹くまち

① 文化芸術創造産業の育成

486 - - - 486

ものづくり産業支援 地文 142

ビジネスアシスト新宿 地文 143

新宿ものづくりマイス
ター認定制度

地文 144

- - - - -

2,658 3,758 2,558 3,758 12,732

吉本興業、宝塚造形芸術大学、芸能花伝舎との連携を軸に、賑わい
産業の活性化等を目指し、（仮称）新宿文化ロードを創出する。

新たなビジネスチャンスの創出や経営課題等についての意見交換等
を目的とした「産業振興フォーラム」を開催する。

地域の課題にきめ細かく対応していくために、地域住民との協働に
よるまちづくり活動を行い、地区計画等を定めていく。

神田川、妙正寺川沿いに散歩道を整備（２箇所）するとともに、橋
名由来等の案内板を設置する。

高齢者の健康いきがいづくりのため、「ウォーキングコース」や低
負荷遊具を設置した「いきいきパーク」を整備する。

地域に親しまれている道路の通称名を公募等により選定し、通称名
板をまちの案内施設として設置する。

落合の文化・歴史資源の
整備・活用

歌舞伎町地区のまちづくり
の推進

地区計画の策定

環土

歩きたくなる道づくり

地区計画等を活かした地域
の個性豊かなまちづくりの
推進

まちの案内施設整備

都市

環土

健康

環土

新宿六丁目西北地区

水辺とまちの散歩道整備

いきいきウォーク新宿

都市

地文

（仮称）文化芸術基本条
例の策定

環土

地文

地文
環土

20年度に公園現況調査を実施のうえ、21年度に公園整備・管理の
指針となる「魅力ある身近な公園づくり基本計画」を策定する。

地域の小規模な公園の改修にあたって、公園周辺の住民と協働して
改修計画案を作成し、公園の再整備を行う。

漱石公園を拠点として情報発信やイベント等を行うとともに、漱石
山房復元に向けた調査・検討を行う。

「中村彝」や「佐伯祐三」のアトリエなどの文化・歴史資源を整
備・保存するとともに、区民・来街者に公開する。

「文化芸術のまち新宿」の実現を目指す行動指針として、（仮）文
化芸術基本条例を21年度に策定する。

地文

地文

区民の身近に埋もれている「地域のお宝」を、地域との連携・協力
により再発見していく。

区民が気軽に文化芸術体験ができる「文化体験プログラム」を実施
し、対象を成人まで拡大する。

魅力ある身近な公園づくり
の推進

魅力ある身近な公園づく
り基本計画の策定

みんなで考える身近な公
園の整備

地域のお宝発掘

文化体験プログラムの展開

文化・歴史資源の整備・活
用

漱石山房の復元に向けた
取り組み

（仮称）新宿文化ロードの
創出

文化創造産業の誘致

産業振興フォーラムの実
施

文化創造産業育成委員会
の設置

地文

地文

「文化創造産業育成委員会」を設置して、文化創造産業の誘致・育
成支援策を検討・実施する。 地文

127

129

130

128

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

（再掲）

（再掲）

賑わい、文化、交流の拠点の形成、良好な街並み形成及び都市居住
の推進を図る。

（再掲）

（再掲）

（再掲）
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実行計画事業の計画体系と事業概要

基本目標

個別目標

基本施策 ２0年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 合計

計画事業 枝事業 所管
事業概要（上段）

　　　　　　　　　　　事業費（下段）　　　　　（単位：千円） 番
号

5,240 5,240 5,240 5,240 20,960

4,540 4,540 4,540 4,540 18,160

920 520 520 520 2,480

3 ひと、まち、文化の交流が創るふれあいのあるまち

① 新しい文化と観光・産業の創造・連携・発信

- - - - -

1,965 1,965 1,965 1,965 7,860

36 2,036 2,036 2,036 6,144

32,528 26,309 26,309 26,309 111,455

- - - - -

- - - - -

118,100 - - - 118,100

37,450 37,450 37,450 37,450 149,800

Ⅵ 3

55,500 55,500 55,500 55,500 222,000

7,000 50,000 - - 57,000

- - - - -

② 誰もが、訪れたくなる活気と魅力あふれる商店街づくり

9,800 9,800 9,800 9,800 39,200

70,037 70,037 70,037 70,037 280,148

80,014 80,014 80,014 80,014 320,056

4,110 10,110 10,110 10,110 34,440

③ 平和都市の推進

4,025 3,624 11,017 3,624 22,290

④ 多文化共生のまちづくりの推進

3,328 3,828 4,328 4,828 16,312

商店会等が実施するイベント等の活性化事業に対し、１商店街あた
り１年度２事業まで補助を行う。

商店街にある空き店舗を活用して、商店街の活性化となる事業を行
う個人・法人等に対し、経費の一部を助成する。

平和に関する認識を深めるため、「新宿区平和都市宣言」の趣旨に
基づき、平和の啓発普及活動を推進する。

ネットワーク連絡会の開催及び連絡会やその分科会が主体となった
外国人の地域参加促進事業を実施する。

大久保公園をイベント広場として活用できるしくみづくりと利用促
進を図るとともに、21年度に整備を行う。

「まちづくりTMO」と連携し、「歌舞伎町まちづくり誘導方針」
に沿った拠点整備や再開発を専門的立場から指導・誘導する。

活性化に取組む商店会に、商店会サポーターを派遣して問題点の調
査検討や区の各種支援事業等を活用した助言を行う。

商店会等が行う魅力ある商店街づくりのため、効果的かつ比較的大
きな資金が必要と思われる事業に対し補助を行う。

歌舞伎町からの大衆文化・娯楽を中心とした文化の創造・発信をし
ていくため、シネシティ広場を活用したイベントの支援を行う。

20年度に花道通り（Ⅱ期区間）と西武新宿駅前通りを停車帯設置
による違法駐車を排除した構造に整備する。

歌舞伎町を放置自転車のない安全なまちにするため、放置自転車の
撤去や整理指導員による啓発活動等を実施する。

歌舞伎町クリーン作戦を行うとともに、警察等の協力による不法看
板の撤去や路上清掃を実施する。

新宿の魅力を活かした「まち歩きツアー」等の実施により、来街者
と新宿をつなぐ観光情報の整備・発信を行う。

多様な観光資源を活かすため、新たな観光案内拠点を整備するとと
もに、「新宿観光シティガイド認定制度」を実施する。

歌舞伎町版タウン・マネージメント組織（TMO）を設立し、歌舞
伎町再生に向けた取組みと自主運営に向けての基盤整備を行う。

歌舞伎町一・二丁目地区における新宿区安全・安心推進協議会の活
動を推進し、繁華街の防犯・防災活動を支援する。

技術革新や経営環境の向上に取り組む事業者の事業に対して補助を
行う（文化芸術面からの技術革新を重視）。

ビジネスアシスト新宿

新宿ものづくりマイス
ター認定制度

文化芸術の創造性を活かし
た地域産業の新たな展開へ
の支援

ものづくり産業支援

企業に対し、専門家を派遣することで、企業経営のアシストをする
（文化創造型産業の育成のため、対象企業数を拡充）。

区内事業所に働く技術者の育成を図るため、「新宿ものづくりマイ
スター認定」制度を創設する。

ビジターズ（賑わい）産業活性化のため、観光等に関する企画、情
報収集等を行う「（仮称）新宿文化観光ビューロー」を設置する。

地文

地文

地文

地文

地文

歌舞伎町地区のまちづくり
の推進

観光案内制度の整備

路上の清掃・不法看板の
撤去等

歌舞伎町ルネッサンスの
推進（ＴＭＯの設立）

新宿の魅力の発信

大久保公園のイベント広
場としての活用

繁華街の防犯・防災活動
の推進

（仮称）新宿文化観光
ビューローの設置

観光情報の整備・発信

地文

地文

道路の整備 環土

まちづくり誘導方針の推
進

環土

都市

歌舞伎町活性化プロジェ
クトの展開（シネシティ
広場の活用）

放置自転車対策 環土

商店街活性化支援

商店街にぎわい創出支援

商店会サポーター制度

魅力ある商店街づくり

（仮称）空き店舗活用支
援事業

142

地文

151

区長
室

143

144

145

146

環土

企画

地文 147

148

149

150

160

161

総務
教育

152

153

154

155

地文

地文

地文

156

157

158

159

平和啓発事業の推進

地域と育む外国人参加の促
進
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実行計画事業の計画体系と事業概要

基本目標

個別目標

基本施策 ２0年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 合計

Ⅰ 好感度一番の区役所の実現

1 窓口サービスの利便性の向上

① 窓口サービスの充実

53,418 50,100 50,100 50,100 203,718

24,000 23,320 23,320 23,320 93,960

② ＩＴ利活用による利便性の向上

0 36,183 12,000 12,000 60,183

3,000 330 160 - 3,490

84,058 73,013 75,918 75,918 308,907

252,155 - - - 252,155

2 区民参画の推進と効果的・効率的な事業の遂行

① 区民意見を区政に反映するしくみの確立

2,905 2,905 2,905 2,905 11,620

20,000 1,100 1,100 1,100 23,300

② 透明性の確保の充実

③ ＩＴ利活用による効率性の向上

3 分権を担える職員の育成と人事制度等の見直し

① 職員の能力開発、意識改革の推進

5,000 10,000 10,000 10,000 35,000

20,000 20,000 20,000 20,000 80,000

② 人事制度等の見直し

2,032 2,482 2,032 2,482 9,028

Ⅱ 公共サービスのあり方の見直し

1 公共サービスの提供体制の見直し

① 多様な主体による公共サービスの提供

- - - 35,251 35,251

児童館における指定管理者
制度の活用

福祉 174

（仮称）シニア活動館にお
ける指定管理者制度の活用

健康 175

（仮称）地域交流館におけ
る指定管理者制度の活用

健康 176

4,500 149,623 263,641 101,880 519,644

情報処理業務の外注化によ
る専門性の活用

総務 178

（２）区政運営編

柔軟で多様なサービスの提供と施設管理の効率化を図るため、指定
管理者制度の活用を検討する。

情報処理業務の一層の効率化と情報システム部門の情報政策機能を
強化するため、専門業者の高度な技術力を有効活用する。

指定管理者制度の導入または業務の一部委託により開館時間の拡大
を図る。

柔軟で多様なサービスの提供と施設管理の効率化を図るため、指定
管理者制度の活用を検討する。

173

教育 177

167

区長
室

福祉

コンビニ収納の活用

コールセンターの設置によ
る多様なライフスタイルに
対応した区政情報の提供

169

166

163

165

168

164

図書館におけるＩＣタグ及
び自動貸出機の導入

地文

区政情報提供サービスの充
実

①ホームページの再構築

②多様なメディアを活用
した区政情報の提供・発
信

住民票の写しと印鑑登録証明書の自動交付機を本庁舎及び地域セン
ターに設置し、21年度から本稼動する。

総務
地文
健康

区長
室
162

行政評価制度の確立

区長
室

企画

証明書自動交付機の導入

教育

区長
室

新宿自治創造研究所の設置
による政策形成能力の向上

あゆみの家における指定管
理者制度の活用

目標管理型人事考課制度の
推進

区民意見のデータベース化

（仮称）人材育成センター
の開設による分権時代にふ
さわしい職員の育成

総務 170

企画

総務

171

172

指
定
管
理
者
制
度
の
活
用

図書館における指定管理者
制度の活用またはカウン
ター業務委託

№
事業概要（上段）

　　　　　　　　　　　事業費（下段）　　　　　（単位：千円）計画事業 枝事業 所管

ホームページのデータベース化を進め、「見やすく、わかりやす
く、見つけやすい」よう再構築を図る。

子ども家庭支援センター（地域型）に移行しない児童館について、
状況に応じ、指定管理者制度の活用を検討する。

ユビキタス情報配信システム等の活用により情報提供環境を整備す
るとともに、地域ポータルサイトを開設する。

コールセンターの設置（20年3月予定）と同時に、FAQ（よくあ
る質問と回答）システムをホームページ上で公開する。

軽自動車税等に続き、20年度から始まる後期高齢者医療制度に基
づく保険料についてもコンビニ収納を活用する。

ICタグ貼付による図書館資料の電子的管理及び自動貸出機導入によ
り、図書館における区民サービスの向上を図る。

行政評価に外部評価のしくみを導入し、施策の企画立案、実施、評
価、改善の各段階への区民参画を制度として確立する。

区民意見のデータベース化システムの導入により、区民意見への対
応の迅速性の向上と施策への反映を図る。

平成19年1月から実施している目標管理型人事考課制度の推進によ
り、組織力の向上を図る。

21年度に（仮称）人材育成センターを開設し、分権時代にふさわ
しい職員の育成を図る。

政策研究と政策提言を行う「新宿自治創造研究所」を平成20年度
に設置し、自治体としての政策形成能力を高める。

子ども発達センターが移転した後、柔軟で多様なサービスの提供と
効率化を図るため、指定管理者制度への移行準備をする。
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実行計画事業の計画体系と事業概要

基本目標

個別目標

基本施策 ２0年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 合計

№
事業概要（上段）

　　　　　　　　　　　事業費（下段）　　　　　（単位：千円）計画事業 枝事業 所管

52,000 52,000 60,000 60,000 224,000

124,110 124,110 124,110 124,110 496,440

353,816 425,022 496,228 567,434 1,842,500

図書館における指定管理者
制度の活用またはカウン
ター業務委託

教育 177

子どもの居場所づくりの充
実

学童クラブの充実 福祉 25

私立認可保育所の整備 福祉 21

認証保育所への支援 福祉 22

Ⅱ 1 ①
子どもの居場所づくりの充
実

学童クラブの充実 福祉 25

地域密着型サービスの整
備

健康 57

特別養護老人ホーム等の
整備

健康 58

障害者入所支援施設（知
的）等の設置促進

福祉 59

グループホーム（知的）
の設置促進

福祉 60

グループホーム（精神）
の設置促進

健康 61

障害者通所施設（精神）
等の整備促進

健康 62

② 費用負担のあり方の見直し

2 施設のあり方の見直し

① 施設の機能転換

児童館の機能転換 福祉 182

ことぶき館等の機能転換 健康 183

社会教育会館の機能転換 教育 184

② 各地区の施設活用

696,600 - - - 696,600

70,552 - - - 70,552

旧四谷第三小学校の有効活
用

都市
企画

187

（仮称）三栄町生涯学習館
の集会室機能の統合

教育 188

榎
町

地
区

区営住宅の再編整備（早稲
田南町地区）

都市 75

249,576 387,511 1,687,864 - 2,324,951

旧新宿第一保育園の活用 福祉 190

旧戸山中学校の活用 教育 191

大久保児童館等のあり方検
討

福祉
健康

192

149,806 - - - 149,806

- - 20,000 - 20,000

高田馬場第一ことぶき館を改築して整備する新しい高齢者向け施設
を「（仮称）高田馬場第一シニア活動館」とする。

有効な活用方法を検討する。なお、暫定として、改修工事を行う施
設の仮施設等に活用する。

（再掲）

（再掲）

（再掲）

（再掲）

用務業務職員の退職に併せ、順次民間事業者への委託や、再任用、
再雇用に切り替え、業務の効率化と経費の削減を図る。

（再掲）

（再掲）

（再掲）

（再掲）

（再掲）

集会室機能を地域のコミュニティ施設へ統合する検討をし、他に集
会室機能を統合する場等が確保できる場合は廃止する。

20～22年度は西戸山中学校の仮校舎として利用し、23年度以降
は中央図書館の移転先としての活用を検討する。

複合施設すべての機能転換等を現在地で満たすことが難しいため、
大久保地区全体の中で施設配置を検討する。

（仮称）新宿仕事センター、小規模特別養護老人ホーム、子ども発
達センター等として整備する。校庭は地域開放する。

生涯学習の拠点機能として新宿コズミックセンターを活用し、社会
教育会館を「（仮称）生涯学習館」へ機能転換する。

児童館等の一部を、子ども家庭支援センターと児童館の機能を融合
させた「子ども家庭支援センター（地域型）」へ機能転換する。

ことぶき館等について、幅広い活動が展開できるよう、「（仮称）
シニア活動館」または「（仮称）地域交流館」へ機能転換する。

（再掲）

（再掲）

（再掲）

181

地文
福祉
健康
教育

179

185

地文
教育

189

環土 193

福祉
健康

教育

福祉
健康

福祉 180

児童館・ことぶき館用務業
務の見直し

保育園用務業務の見直し

186

福祉
健康

耐震補強工事、外壁改修・設備改修工事を実施する。また、児童館
を子ども家庭支援センター（地域型）へ機能転換する。

小売市場廃止後、史跡江戸城外堀跡保存管理計画（策定中）をふま
え、整備する。

リサイクル活動の場として活用するとともに、会議室などを地域に
開放する。2階以上は住宅形式の活用を検討する。

駅前という立地条件を十分に活かし、再開発事業などのまちづくり
事業を通して地域貢献できる活用を検討する。

旧東戸山中学校の活用

戸塚小売市場廃止後の活用

施設の機能転換

民
間
の
柔
軟
性
・
多
様
性
の
活
用
推
進

介護保険サービスの基盤整
備

障害者の福祉サービス基盤
整備

学校給食調理業務の民間委
託

保護者が選択できる多様な
保育環境の整備

民
間
委
託
等
の
推
進

四
谷
地
区

若
松

大
久
保

大
久
保
地
区

四谷見附小売市場廃止後の
整備

（仮称）高田馬場第一シ
ニア活動館の整備

信濃町児童館等の整備と機
能転換

194

用務業務職員の退職に併せ、順次民間事業者への委託や、再任用、
再雇用に切り替え、業務の効率化と経費の削減を図る。

区職員が行っている調理業務を民間業者に委託することで、給食の
質的向上を図るとともに、経費の効率的運用を図る。

- 109 -



実行計画事業の計画体系と事業概要

基本目標

個別目標

基本施策 ２0年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 合計

№
事業概要（上段）

　　　　　　　　　　　事業費（下段）　　　　　（単位：千円）計画事業 枝事業 所管

保護者が選択できる多様
な保育環境の整備（私立
認可保育所の整備）

福祉 21

- 4,000 23,000 - 27,000

戸塚第三幼稚園（休園
中）の活用

福祉
教育

196

西戸山社会教育会館分館
の活用

教育
福祉

197

小滝橋いきがい館の活用 健康 198

戸塚特別出張所移転後の活
用

福祉 199

高田馬場福祉作業所の整備 福祉 200

Ⅱ 2 ②

- - 50,000 581,703 631,703

- - - 1,500 1,500

シルバー人材センター移転
後の活用

地文
健康

203

西戸山第二中学校統合後の
活用

教育 204

520,400 - - - 520,400

保護者が選択できる多様な
保育環境の整備

私立認可保育所の整備 福祉 21

落合社会教育会館の活用
教育
福祉

206

- - 8,251 131,255 139,506

保護者が選択できる多様な
保育環境の整備

幼稚園と保育園の連携・
一元化

教育 223

西新宿保育園移転後の活用
福祉
健康

208

③ 資産（建物等）の長寿命化

2,050,054 1,429,432 1,828,337 1,820,627 7,128,450

④ 有効活用

角
筈
地
区

子どもの利便性、安全性、施設の有効活用の観点から、場所を小学
校に併設の戸塚第三幼稚園（休園中）に移転する。

（高田馬場第一保育園）　　　（再掲）

既存施設の長寿命化を図るため、「予防保全」の考え方にたった中
長期修繕計画に基づき適切な修繕を行う。

移転後は、福祉などの地域サービス施設として活用することを基本
に検討する。

落合第二地域センターへの機能統合により廃止した後、中落合第一
保育園の私立認可保育園への建替えとして活用する。

シルバー人材センターは旧東戸山中学校の新施設へ移転し、移転後
は消費生活センターとしての活用を検討する。

統合後は、福祉などの地域サービス施設として活用することを基本
に検討する。

（（仮称）西新宿子ども園）　　（再掲）

都市
ほか

207

環土

205

201

202

福祉

209
中長期修繕計画に基づく施
設の維持保全

リサイクル活動センターの
機能充実

子ども発達センターの移転
とあゆみの家の整備

西落合児童館等の整備と西
落合ことぶき館の活用

消費生活センターの機能充
実

福祉
健康

子ども発達センターを旧東戸山中学校の新施設へ移転する。移転後
は、生活介護事業の環境整備のため活用する。

耐震補強工事等を行う。また、西落合ことぶき館跡施設を、（仮
称）地域交流館として改修工事を行う。

（中落合第一保育園）　　　　（再掲）

障害者自立支援法新体系に基づくサービス提供と就労支援の充実を
図るため移転し、リサイクル活動センターと一体的に整備する。

リサイクル活動の充実を図るため、消費生活センター移転後の跡施
設とともに解体して、一体的に整備する。

地文

福祉

消費生活相談や消費者団体の活動支援など、機能の充実を図るた
め、シルバー人材センター移転後の跡施設へ移転する。

20、21年度は高田馬場第一保育園の仮園舎として活用し、その
後、高田馬場第一児童館として活用する。

19年度末をもって廃止後、地域の保育需要に応えるため、高田馬
場第一保育園の私立認可保育園への建替えとして活用する。

「（仮称）シニア活動館」への機能統合により廃止後、防災職員住
宅として整備する方向で検討する。

22年2月に移転後、社会福祉協議会の成年後見制度推進機関「新宿
区成年後見センター」の事業拡大に活用することを検討する。

落
合
第
二
地
区

高田馬場三丁目地区の施設
活用

高田馬場第一児童館の整
備

195

戸
塚
地
区
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